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島根原子力発電所の安全対策等の状況について（第２７報） 

令和６年６月１３日 

原子力安全対策課 

 

島根原子力発電所に係る原子力規制委員会による審査状況等は次のとおりです（前回報告は５月２１日）。 

 

１ 島根原子力発電所２号機 

発電用原子炉設置変更許可：令和３年９月１５日 

設計及び工事の計画認可 ：令和５年８月３０日 

保安規定変更認可    ：令和６年５月３０日 

（１）保安規定変更認可申請の審査 

平成２５年１２月２５日申請。補正書提出４回、審査会合５回、ヒアリング３４回。 

中国電力は５月２３日に４回目の補正書（廃止措置計画認可の反映等）を提出、５月３０日に認可。 

※認可に先立ち、５月２９日の原子力規制委員会で、令和３年６月の特定重大事故等対処施設に関する審査ガ

イドを誤廃棄し、約６年間規制委に報告していなかったことを受け、原子力安全文化の育成・維持など改善

に向けた取組が確認された。 

（２）安全対策工事等（前回報告から変化なし） 

中国電力は、安全対策工事の完了予定時期を令和６年１０月としている。現在は防波壁の補強工事や

津波漂流物対策工事等を行っている。 

（３）特定重大事故等対処施設及び所内常設直流電源設備(３系統目)の審査（前回報告から変化なし） 

平成２８年７月４日申請。補正書提出１回、審査会合２３回。 

 

２ 島根原子力発電所３号機（前回報告から変化なし） 

平成３０年８月１０日申請。補正書提出２回、審査会合６回。 

 

３ 島根原子力発電所１号機（廃止措置の第２段階） 

令和５年１２月１１日に廃止措置計画変更認可申請、５月１７日に認可。 

５月２９日に第２段階作業に着手し、本県は作業着手の状況について確認した。 

（１）日  時  ５月２９日（水）午前１０時～１１時３０分 

（２）確 認 者  関係自治体職員（鳥取県、米子市、境港市、島根県、松江市）他 

（３）確認内容  解体保管物の保管エリアの設定、廃棄物保管容器の搬入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物保管容器の搬入              解体保管物の保管エリアの設定 
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